
事後評価概要  

事  業  名 
川のまるごと再生プロジ

ェクト（農業用水） 
地  区  名  入間

い る ま

川
がわ

 

事業箇所  川越市、狭山市 事業実施機関  東松山農林振興センター 

総事業費 ４億２，５２０万円 事業期間  平成２４年度～平成２８年度 

事業の概要 

事業目的 

 入間川では、多くの取水施設に

おいて魚道が設置されておらず、

取水施設直下流の河床洗掘の進行

とあわせて、魚類の遡上を阻害し

ている。  

 このため、入間川にある菅間堰

・寺山堰・浅間堰・上奥富堰・田

島屋堰及び笹井堰の６つの取水堰

に魚類の遡上状況を改善させるた

めの改良事業を行う。  

  

事業内容 

  魚道整備 ６箇所  

事業効果 

事業実施前  

 入間川にある農業用取水堰は、落差が大きく、魚類の遡上が困難となっ

ていた。  

現 在  

 農業用取水堰に魚道が設置され、魚類の遡上が可能となった。  

そ  の  他 

  

事後評価結果 

菅間堰、寺山堰、浅間堰、上奥富堰、田島屋堰、笹井堰 に魚道が

設置され、魚類の 遡上が可能となり 、 入間川の上流ま で魚類の

生態系を維持できるようになった。  

 

様式２  

【整備前】  

【現在 R4】 1.2ｍ落差  


